
学校給食・食育総合推進事業ロジックモデル
（社会的課題に対応するための学校給食の活用事業）

○ 学校給食については、適切な栄養の摂
取による健康の保持増進や食育における活
用に加え、食品ロスの削減、都道府県内の
地場産物や国産食材の活用、郷土料理
等の伝統的な食文化の継承など、社会的
な課題・要請に対応することが求められてい
る。（学校給食法第2条）（参考資料
3）

○ 一方で、地場産物・国産物の学校給食
における使用率が低いことや、我が国では
世界全体の食料援助量である約320 万ト
ンを大きく上回る約642 万トンの食品ロス
が発生している。また、優れた伝統的な食
文化が十分に継承されず、その特色が失わ
れつつある。このような状況等を踏まえ、第3
次食育推進基本計画が策定された。（参
考資料4）

（現状）

（インプット）
地域の関係機関と連携しな

がら、以下の三つに取り組む。

○ 地産地消の推進
学校給食において地場産

物が一層活用されるよう、食
品の生産・加工・流通等にお
ける新たな手法等を開発する。

○ 食品ロスの削減
学校給食を活用して、食品

の生産・加工・流通等の各段
階で発生する食品ロスの削減
に貢献することができる体制の
構築を目指す。

○ 伝統的食文化の継承
学校給食において伝統的

食文化に根ざした献立の提
供を促進するため、給食調理
員の技能向上を図りつつ、給
食調理場における調理方法・
技術を開発する。

（アクティビティ）

○ 生産者や学校との連携を強化し、学
校給食における地域の農林水産物の安
定的な生産・供給体制の構築が必要。
（第3次食育推進基本計画） （参考
資料4）

○ 環境と調和のとれた食料の生産及び
消費等を図る施策が必要。また、国民一
人一人が食品ロスの現状やその削減の
必要性についての認識を改め、自ら主体
的に取り組むことが不可欠（第3次食育
推進基本計画）（参考資料4）

○ 伝統ある食文化の継承・発展を図る
施策が必要。（第3次食育推進基本計
画）（参考資料4）

（課題）

○ 各アクティビティに対応した取組の成果

※ 測定指標
・同事業の採択校の増加

社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

（中期アウトカム）

（アウトプット）

○ 学校給食法第
2条第4号～第7
号に掲げられた学
校給食の目標を
身に付けた児童
生徒の増加（参
考資料3）

（例） 学校給食
における地産地
消の推進、食品
ロスの削減、伝
統的食文化の
継承に取り組む
学校の増加

（長期アウトカム）（初期アウトカム）

○ 食育基本
法・食育推進
基本計画の目
標の達成

（例） 国民が
食に関する理
解を深め、伝
統的な食文
化、環境と調
和した生産等
への配意が促
進される

（インパクト）
直接コントロールできる部分

※ 測定指標
①学校給食における地産地消促進のための取組の数

R1:4個（徳島県）
②食品ロスの削減のための取組の数 R1:4個（徳島県）
③伝統的食文化継承のための取組の数 R1:2個（奈良県）

○ 2019年度「社
会的課題に対応す
るための学校給食
の活用事業」（参
考資料1）

2019年度予算
額：32百万円

食品の生産・加
工・流通等の関係
者と連携しつつ、学
校給食で使用する
食品の調達方法や、
大量調理を前提と
した調理方法及び
調理技術を新たに
開発するなど、学校
給食の業務手順や
実施方法等の仕組
みを再構築する。

※ 測定指標
①全国の学校給食
における地場産物
を使用する割合の
増加
（学校給食栄養
報告）（参考資
料5）
H28:25.8％
→H29:26.4％

②全国の学校給食
における国産食材
を使用する割合の
増加
（学校給食栄養
報告）（参考資
料5）
H28:75.2％
→H29:76.7％

※ 測定指標
①食品ロス削減
のために何らかの
行動をしている
国民の割合の増
加（消費者の
意識に関する調
査）（参考資
料5）
H29:71.8％
→H30:71.0％

②伝統的な料理
や作法等を継承
し、伝えている国
民の割合の増加
（食育に関する
意識調査）
（参考資料5）
H29:37.8％
→H30:49.6％

○ 実施校において、取
組内容を検証し、有効
な手法を確立、継続し
て、学校給食をより効
果的な生きた教材とし
て提供、実施。

※ 測定指標
①実施校の地産地消の
推進における手法等の
開発数 H30:3個（山
形県の実施校）、
H28:2個（福島県の実
施校）

②実施校における食品ロ
ス削減の体制の構築数
H30:4個（静岡県袋
井市の実施校）

③実施校における伝統的
食文化の調理方法・技
術の開発数 H30:2個
（山形県の実施校）

【受託自治体の取組】
○ 事業を継続し、有
効な手法や優良事
例を域内に普及

○ 実施校の設
置者（自治
体）においても
学校給食で使
用する食品の
調達方法や、
大量調理を前
提とした調理方
法及び調理技
術を新たに開
発するなど、学
校給食の業務
手順や実施方
法等の仕組み
を再構築。

※ 測定指標
・自治体における
学校給食に地
場産物を活用
する割合の増
加
H28:32.3%
→H29:35.6
%（福島県）

【政府の取組】
○ 各地域の事業を
基に抽出した有効な
手法を「食に関する
指導の手引き」等に
反映させ、HPに掲
載・研修で活用する
等、共有化を図る



○学校給食法第
2条第1号～第
3号に掲げられた
学校給食の目標
を身に付けた児
童生徒の増加
（参考資料3）

（例）健康的な
食習慣を身に
付けた子供や
若い世代の増
加

学校給食・食育総合推進事業ロジックモデル
（つながる食育推進事業）

○ 肥満ややせなどの傾向の児童生
徒の増加。（第3次食育推進基
本計画）（参考資料4）

○ 栄養バランスに配慮した食生活
をしている若い世代が少ない。（第
3次食育推進基本計画）（参考
資料4）

○ 家庭における食習慣の変化
（【例】朝食欠食、個食の増加、
共食の回数減）（第3次食育推
進基本計画）（参考資料4）

○ 栄養教諭は各学校における指
導体制の要として、食育を推進し
ていく上で不可欠な教員であり、配
置の促進に努める必要がある。
（第3次食育推進基本計画）
（参考資料4）

（現状）

2019年度「つ
ながる食育推
進事業」 （参
考資料2）

2019年度予
算額：51百
万円

○ 家庭を巻き
込んだ取組を
行うことで、子
供の食に関す
る自己管理
能力の育成を
目指す。

○ 栄養教諭
の実践的な
指導力の向
上を目指す。

（インプット）

○ 望ましい食生活への理
解促進を目的とした親子に
よる体験活動等の実施など、
学校を核として家庭を巻き
込んだ取組を行う。

○ 学校において、家庭、地
域、生産者等と連携した食
育を教科等横断的な視点
をもって推進し、栄養教諭
を中核とした全校体制によ
る指導・評価方法を開発し
実践する。

○ 新規採用や任用換えの
栄養教諭を支援するため、
栄養教諭間の連携を強化
する。また、学校における食
育において中核的な役割を
担っている栄養教諭及びそ
の実践事例を校内及び地
域における研修で活用する。

（アクティビティ）

○ 更なる児童生徒に対する食育
の充実が必要。

○ 学校における取組だけでは限
界があり、家庭を巻き込んだ取組
が必要である。

○ 地域との連携の際のコーディ
ネーター等、栄養教諭に求められ
る役割が大きくなってきている中、
栄養教諭の指導力の向上が求
められる。

（課題）

○ 各アクティビティに対応した取組の成果

社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

（中期アウトカム）

（アウトプット）

（長期アウトカム）（初期アウトカム）
○ 食育基本法・食
育推進基本計画の
目標の達成

（例）将来にわたる
食に関する自己
管理能力を備えた
国民の増加

※ 測定指標
①主食・主菜・副菜を
組み合わせた食事を
1日2回以上ほぼ毎
日食べている国民の
割合の増加（参考
資料○）
「食育に関する意識
調査」において「主食、
主菜、副菜を三つ揃
えて食べることが1日に
2回以上あるのは、週
に何日ですか。」におい
て、「ほぼ毎日」と

（インパクト）
直接コントロールできる部分

※ 測定指標
①家庭を巻き込んだ取組の数（親子による体験活動の
実施等を含む。）R1:3回（山口県）
②栄養教諭の実践的な指導力向上のための取組の数
（研修の実施回数等を含む。）R1:5回（長野県）

※ 測定指標
①全国の児童生徒
の朝食欠食率の
改善（全国学力・
学習状況調査）
（参考資料5）
「朝食を食べることが
ほとんどない」が、
H29:4.6％
→H30:5.5％

②全国の栄養バラン
スを考えた食事を1
日2回以上ほぼ毎
日食べている若い
世代の割合の増
加（食育に関する
意識調査）（参
考資料5）
H29:39.1％
→H30:39.7％

※ 測定指標
①若い世代の朝食欠
食率の減少（食育に
関する意識調査）
（参考資料5）「朝
食を週に2～3日食べ
る」及び「ほとんど食べな
い」」が、H29:23.5％
→H30:26.9％

②栄養バランスを考えた
食事を1日2回以上ほ
ぼ毎日食べている国
民の割合の増加（食
育に関する意識調
査）（参考資料5）
H29:58.1％
→H30:58.6％

③生活習慣病の予防
や改善のために、ふだ
んから適正体重の維
持や減塩等に気をつ
けた食生活を実践す
る国民の割合の増加
（参考資料5）
H29:68.2％
→H30:67.7％

○ 実施校においてモデ
ル事業を検証し、有効
な手法を確立、継続し
て実施（事業の実施
前後の測定指標の検
証）

※ 測定指標
①実施校における児童生
徒の朝食欠食率の減少
H30:「朝食を食べることがほ
とんどない」が、0.6％
→0.0％（三重県の実施
校）、H29:「1週間の朝食
調べで欠食1日～欠食6日」
が、10.7％→7.6％（岐阜
県の実施校）

②実施校における栄養バ
ランスを考えた食事を1
日2回以上摂る児童生
徒の割合の増加
（H30:「栄養バランスを考え
た食事を1日に2回以上食べ
ることがほぼ毎日ある」が、
58.3％→60.9％（島根県
の実施校）

【受託自治体の取
組】
○ 事業を継続し、
有効な手法や優
良事例を域内に
普及

○ 実施校の設置
者（自治体）に
おいても学校にお
ける食育が推進さ
れ、児童生徒の
食に関する理解
が高まり、望まし
い食習慣の形成
が広がる。

※ 測定指標
①自治体における児
童生徒の朝食欠食
率の減少（全国学
力・学習状況調
査）
「朝食を食べることが
ほとんどない」が、
H29:4.5%→H30:
5.3%（三重県）、
H29:3.4％
→H30:4.3％（岐
阜県）

【政府の取組】
○ 各地域の事業を基に
抽出した有効な手法を
「食に関する指導の手引
き」等に反映させ、HPに
掲載・研修で活用する
等、共有化を図る



 学校給食・食育総合推進事業 
 

（前年度予算額 １２４百万円） 

２０１９年度予算額 １０７百万円  

 

１． 要旨 

子供たちの食生活の乱れによる健康への影響が問題となっており、食に関する指導の充
実が喫緊の課題となっているため、栄養教諭を中心に地域と連携した食育指導体制の充実
を図ることにより学校における食育を推進するなど、現代的課題解決に向けた取組を推進
する。 

 

２． 内容 

① 社会的課題に対応するための学校給食の改善・充実事業 

  ３２百万円（５０百万円） 

 

ア 社会的課題に対応するための学校給食の活用 

６地域 ３２百万円（３２百万円） 

学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の保持増進等に加え、食品ロスの削減、
都道府県内の地場産物や国産食材の活用、郷土料理等の伝統的な食文化の継承等の社
会的な課題・要請への対応が求められており、これらの課題解決に資するためのモデル
事業を実施する。 

 

イ 前年度限りの経費（学校給食費徴収・管理業務の改善・充実）   （１８百万円） 

 

② つながる食育推進事業                  ５１百万円 （５１百万円） 
 

ア モデル事業の実施              ６地域 ３４百万円 （３７百万円） 

栄養教諭を中核とした関係者の連携による家庭へのアプローチ手法の開発や、望ま

しい食生活への理解促進を目的とした親子による体験活動等の実施など、学校を核と

して家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常生活の基盤である家庭における食に

関する理解を深めることにより、子供の食に関する自己管理能力の育成を目指す。 

学校において、家庭、地域、生産者等と連携した食育を教科等横断的な視点をもって

推進し、栄養教諭を中核とした全校体制による指導・評価方法の開発を行うとともに、

栄養教諭間の連携強化、研修を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力の向上を目

指す。 

 

イ 中学生用食育教材                １７百万円（新      規） 

新しい学習指導要領に基づき食育を推進するため、給食の時間や各教科等の中で活

用できるよう食育を体系的にまとめた中学生向けの教材の作成を行う。 

 

ウ 前年度限りの経費（「食に関する指導の手引」の改訂）       （１４百万円） 

 

 

 



 

③ 学校給食の現代的課題に関する調査研究        ２４百万円（２４百万円） 

学校給食等を取り巻く様々な行政上の課題に関する調査研究を行う。 

 

 ア 学校給食栄養報告の調査                ３百万円（２百万円） 

学校給食における栄養内容等の実態を把握し、食育推進基本計画の目標値に掲げられ
ている学校給食における地場産物使用割合や国産食材の使用割合に関する調査を実施
する。 

 

イ 学校給食の衛生管理等に関する調査研究     

４７地域 ２２百万円（２２百万円） 

各都道府県教育委員会の学校給食の衛生管理に関する指導者に対して研修を実施す
るとともに、当該指導者を学校給食施設に派遣して衛生管理の改善指導を実施する。 

また、衛生管理に関する学識経験者による調査研究協力者会議を開催し、衛生管理の
改善に向けた方策について検討を行う。 



現状と課題

社
会
的
諸
課

題
の
解

決
に
寄

与

（前年度予算額 XX百万円)

XX年度予定額 XX百万円

（前年度予算額 ３２百万円)

2019年度予算額 ３２百万円社会的課題に対応するための学校給食の活用

具体的な手法及び成果の共有方法の開発

食品ロスの
削減

伝統的な
食文化の
継承

地場産物・
国産食材の
活用

社会的な課題・要請

◆伝統的な食文化の理解、味と技術の継承・応用

○郷土料理等の実例の収集・レシピ集の作成
○味付、調理手順、盛付等の伝統的技法や由緒の伝授
○大量調理・大量配食に適した調理・分配・配膳方法等の開発
○学校行事や地域の伝統行事、季節行事との連係 等

◆廃棄してきた・使用されてこなかった物の利活用

○葉・皮など廃棄してきた部分を活用した献立の開発

○形くずれ野菜等の必要量の確保、手間の少ない調理方法の開発

◆需要サイドと供給サイドからのアプローチ・連携

※需要サイド：学校給食を実施する学校の設置者、栄養教諭、学校栄養職員等
※供給サイド：地方公共団体の農林水産部門、生産・加工・流通の関係団体等

適時に必要量を確保し使用することのできる
○生産・流通・販売経路の開拓・拡大
○大量調理に適した食材の規格や加工方法の研究、加工品の開発 等

全国展開

⚫ 廃棄物の削減

⚫ 食材の有効利用範
囲の拡大

⚫ 安定的な供給ルー
トの確立

⚫ 大量調理に適した
産物・食材の充実

⚫ 活用の拡大

⚫ 特色ある食文化の
理解促進・継承

⚫ 他地域への食文化
の伝播・拡大

⚫ 豊かな食事

学校給食については、適切な栄養の摂取による健康の保持増進や食育における活用に加え、食品ロスの削減、都道府県内の
地場産物や国産食材の活用、郷土料理等の伝統的な食文化の継承など、社会的な課題・要請に対応することが求められている。

学校給食の提供の過程（献立の作成、食材の調達、調理等）を活用して、社会的な課題・要請に対応するための具体的な手
法及び地域における成果の共有方法を開発する。また、これらの実践事例の普及を通じて、全国における取組を促進する。

事業概要

普及対応

参
考
資
料
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食育については、これまで学校を中心とした多様な取組による成果が見られたものの、食を取り巻く環境が大きく変化する中、児童生徒の食に関する課題を解決するに
は、学校における取組だけでは限界があり、家庭を巻き込んだ取組が必要である。

現状と課題

① 栄養教諭を中核とした関係者の連携による家庭へのアプローチ手法の開発や、望ましい食生活への理解促進を目的とした親子による体験活動等の実施など、学校を核
として家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深めることにより、子供の食に関する自己管理能力の育成を目指す。

② 学校において、家庭、地域、生産者等と連携した食育を教科等横断的な視点をもって推進し、栄養教諭を中核とした全校体制による指導・評価方法の開発を行うとと
もに、栄養教諭間の連携強化、研修を行うことにより、栄養教諭の実践的な指導力の向上を目指す。
あわせて、新しい学習指導要領に基づき食育を推進するため、給食の時間や各教科等の中で活用できるよう食育を体系的にまとめた中学生向けの教材の作成を行う。

児童生徒や保護者の変化に係る指標をあらかじめ設定
・朝食摂取、共食、栄養バランスを考えた食事、
ゆっくりよく噛んで食べることや食事マナーに対する意識の向上及び実践、
伝統的な食文化や行事食の学び、食事の際の衛生的な行動

栄養教諭の実践的な指導力向上の取組の推進
・モデル地域の栄養教諭間の連携強化、研修の実施

事業終了後に全国の取組の効果を検証
・各モデル地域の取組を共通指標等を基に取りまとめ

実効性のある取組を全国へ普及
・報告書の作成、ＨＰでの公表、事例発表会・会議等での周知

教材作成により、食に関する指導を充実
・栄養教諭を中核とした食に関する実践的な指導の普及・充実

関係者の連携による家庭へのアプローチ
手法の開発

望ましい食生活への理解促進を目的とし
た親子による体験活動等の実施

児童生徒の

食に関する自己管理能力

の育成

つながる食育推進事業

事業概要

つながる つながる

取組の実施・検証（各モデル地域）

保護者

校長等

栄養教諭養護教諭

学級担任

つながる

他校・近隣市区
町村の栄養教諭

生産者・
関係団体等

農林・
保健部局等

家庭学校

つながる

栄養教諭を中核とした全校体制
による指導・評価方法の開発

栄養教諭の

実践的な指導力

の向上

栄養教諭間の連携強化（新規採用や
任用換えの栄養教諭への支援）

中核となった栄養教諭や実践事例の
研修（校内・地域）での活用

事業イメージ（各モデル地域）

効果検証・普及（文部科学省）

2019年度予算額 51百万円

(前年度予算額 51百万円)
参
考
資
料
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学校給食法（昭和二十九年六月三日法律第百六十号）（抜粋） 

 

（学校給食の目標） 

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目

的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならな

い。 

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営む

ことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深

め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこ

と。 

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについて

の理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること 

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 
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第３次食育推進基本計画（平成 28年 3月 18日 食育推進会議決定）（抜粋） 

 

はじめに 

２．これまでの取組と今後の展開 

（略） 

しかしながら、特に若い世代では、健全な食生活を心がけている人が少なく、食に関する知識が

ないとする人も多い。また、他の世代と比べて、朝食欠食の割合が高く、栄養バランスに配慮した

食生活を送っている人が少ないなど、健康や栄養に関する実践状況に課題が見受けられる。 

 

 

第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

１．重点課題 

（４）食の循環や環境を意識した食育の推進 

（略） 

食に対する感謝の念を深めていくためには、自然や社会環境との関わりの中で、食料の生産か

ら消費に至る食の循環を意識し、生産者を始めとして多くの関係者により食が支えられているこ

とを理解することが大切である。 

また、我が国は食料及び飼料等の生産資材の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、推計

で年間約 642 万トンにのぼる食品ロスが発生しており、環境への大きな負荷を生じさせているこ

とから、食品廃棄物の発生抑制を更に推進するなど、環境にも配慮することが必要である。 

このため、国、地方公共団体、食品関連事業者、国民等の様々な関係者が連携しながら、生産か

ら消費までの一連の食の循環を意識しつつ、食品ロスの削減等、環境にも配慮した食育を推進す

る。 

 

（５）食文化の継承に向けた食育の推進 

（略） 

しかし、近年、グローバル化や流通技術の進歩、生活様式の多様化等により、地場産物を生かし

た郷土料理やその食べ方、食事の際の作法等、優れた伝統的な食文化が十分に継承されず、その特

色が失われつつある。 

このため、「和食；日本人の伝統的な食文化」が、「自然の尊重」という日本人の精神を体現した

食に関する社会的慣習としてユネスコ無形文化遺産に登録（平成 25 年 12 月）されたことも踏ま

え、食育活動を通じて、郷土料理、伝統食材、食事の作法等、伝統的な食文化に関する国民の関心

と理解を深めるなどにより伝統的な食文化の保護・継承を推進する。 

 

２．基本的な取組方針 

（６）我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率

の向上への貢献 

食をめぐる問題は、伝統的な食文化や食生活に見られるように、人々の精神的な豊かさと密接な

関係を有しており、先人によって培われてきた多様な食文化を後世に伝えつつ、時代に応じた優れ
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た食文化や豊かな味覚を育んでいくことが重要である。 

このため、我が国の伝統ある優れた食文化や地域の特性を生かした食生活の継承・発展、環境と

調和のとれた食料の生産及び消費等が図られるよう十分に配慮しつつ施策を講じる。 

その際、我が国の食料需給の状況を十分理解するとともに、都市と農山漁村の共生・対流や生

産者と消費者との交流を進め、消費者と生産者の信頼関係を構築していくことが必要であり、

農山漁村の活性化と食料自給率・食料自給力の維持向上に資するよう施策を講じる。 

 

第３ 食育の総合的な促進に関する事項 

２．学校、保育所等における食育の推進 

（１）現状と今後の方向性 

社会状況の変化に伴い、子供たちの食の乱れや健康への影響が見られる ことから、学校、保

育所等には、子供への食育を進めていく場として大きな役割を担うことが求められている。 

例えば、様々な学習や体験を通し、食料の生産から消費に至るまでの食に関する成り立ちを知

ることは、食に関する感謝の念や理解を深めることにつながるなど、子供への食育活動になると

ともに、家庭へ良き波及効果をもたらすことも期待できる。 

このため、給食の時間はもとより、各教科等の時間や総合的な学習、農林漁業体験の機会の提

供等を通じて、積極的に食育の推進に努めることが求められている。 

また、栄養分野では、肥満等栄養の過剰摂取に加え、近年、やせ傾向にある若い女性が増加し

ているなど新たな課題も生じている。 

（略） 

 

（２）取り組むべき施策 

（学校給食の充実） 

児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、適切な栄養の摂取による健康

の保持増進が図られるよう、中学校の給食を拡充させるとともに、十分な給食の時間の確保及び指

導内容の充実を図る。また、各教科等の食に関する指導と関連づけた活用がされるよう献立内容の

充実を図る。 

さらに、食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動の上に成り立っていることについ

て、児童生徒の理解を深め、感謝の心を育むよう、市町村が中心となり、生産者や学校との連携を

強化し、学校給食における地域の農林水産物の安定的な生産・供給体制を構築する。また、引き続

き米飯給食を着実に実施するとともに、児童生徒が多様な食に触れる機会にも配慮する。地場産物

や国産食材の活用及び我が国の伝統的な食文化についての理解を深める給食の普及・定着等の取組

を推進する。 

 

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

（２）取り組むべき施策 

（食品ロス削減を目指した国民運動の展開） 

2015 年の国連報告によると、世界では約８億人の人々が飢餓や栄養不足で苦しんでいる。その

一方で、我が国では世界全体の食料援助量である約 320 万トンを大きく上回る約 642 万トンの食

品ロスが発生している。  

このような世界的な食糧問題の改善には、食品ロス削減の取組が不可欠である。 



第３次基本計
画作成時の値 目標値

（H27(2015)年度） （2020年度）

1 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 週9.7回 週11回以上

2 朝食を欠食する若い世代の割合 24.7％ 15%以下

3 朝食を欠食する子供の割合 4.4％ 0%

4 中学校における学校給食の実施率 87.5%
（平成26年度）

90%以上

5 学校給食における地場産物等を使用する割合 26.9％
（平成26年度）

30％以上

6 学校給食における国産食材を使用する割合 77.3%
（平成26年度）

80％以上

7 栄養バランスに配慮した食生活を実践する若い世代の割合 43.2％ 55％以上

8 栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の割合 57.7％ 70％以上

9
生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減
塩等に気をつけた食生活を実践する国民の割合

69.4％ 75％以上

10 食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合 67.4%
（平成26年度）

80%以上

11 伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合 41.6% 50%以上

具体的な目標値

第３次食育推進基本計画における数値目標（項目抜粋）

参考資料５


















